


伴走支援型特別保証制度の改正について

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた方を対象として、借換や事業再構築等の前向

きな資金需要に応えるため、令和5年1月10日に伴走支援型特別保証制度が一部改正しまし

た。本保証制度は、川崎市新型コロナウイルス感染症対応資金をはじめとした保証付き融資

制度の借換も可能です。ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
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【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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 保証内容は？ 保証限度額：最大3,500万円　対象資金：運転資金及び設備資金

　　創業に必要な資金調達ができる経営者保証不要な保証制度が令和５年３月に創設予定です。
　創業予定の方、または税務申告一期未終了の方は創業資金総額1/10以上の自己資金が必要で
　す。なお、保証承諾後にガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要があります。
　詳細は、企業支援課または北支所企業支援課にお問い合わせください。

　今回は スタートアップ創出促進保証制度 をご紹介します。

 こんな方におすすめです！ 　・創業を予定されている方　・創業後5年未満の法人

保証期間：10年以内（据置期間1年または3年以内）　保証料率：1.0％

保 証 制 度 の ご 紹 介
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信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご
利用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）と連携して、川崎
市内で創業を希望する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置してお
ります。

9 00 17 00
1 45

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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